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平成24年９月行事予定表平成24年９月行事予定表

日 曜 県協会・建産連・土木施工管理技士会 建災防・建退共・厚年基金 協同組合・火薬協会・保証会社

１ ㊏ １級土木施工（実地）受験準備講習会

２ ㊐ 火薬類取扱保安責任者等知事試験
（宮崎）

３ 月 宮崎県建設業協会常務理事会及び県土整
備部との意見交換会

４ 火

５ 水 火薬類消費場所巡回指導員研修会

６ 木 基金企業年金連合会常務理事・運営責
任者セミナー（７日まで京都）

７ 金
宮崎県議会９月定例会開会（10/12まで）
１級土木施工（実地）受験準備講習会
（８日まで）

車両系建設機械（整地・掘削）運転技
能講習（８日まで清武）
基金社会保険制度講習会

８ ㊏

９ ㊐ 平成24年度上期１・２級建設業経理検定
試験（宮崎大学）

10 月 九州地方整備局経営支援セミナー（宮崎）

11 火

12 水 基金資産運用検討委員会代議員会

13 木 振動工具取扱作業従事者安全衛生教育
（清武） 火薬保安講習（日南）

14 金 宮崎県建設業協会青年部連合会常任理事会

15 ㊏

16 ㊐

17 ㊊ 敬老の日 敬老の日 敬老の日

18 火 基金納入告知書発送 保証会社取締役会（大阪）

19 水

20 木 全国建設業協会理事会・評議員会（東京）
２級土木施工実力テスト（21日まで） 建災防本部常任理事会（東京）

21 金 高所作業車運転技能講習
（23日まで延岡）

22 ㊏ 秋分の日 秋分の日 秋分の日

23 ㊐

24 月

25 火 宮崎県建設業協会３級建設業経理事務士
特別研修（27日まで宮崎） 足場作業主任者能力向上教育（延岡）

26 水

27 木 全国建産連会長会議（鹿児島） 基金企業年金連合会理事長・企業年金
トップセミナー（28日まで神奈川） 火薬保安講習（高鍋）

28 金 不整地運搬車運転技能講習
（30日まで清武）

29 ㊏

30 ㊐
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【代表者、組織、所在地等】
地　区　名 会　社　名 変更事項 変　更　前 変　更　後
都 城 ㈲ 河  口  組 代 表 者 相 葉 和 春 相 葉 和 弘
東 諸 ㈲ 綾 川 建 設 代 表 者 竹 内 政 文 竹 内 博 文
日 向 ㈱ 甲 斐 建 設 代 表 者 甲 斐 忠 義 甲 斐 秀 樹

県協会　会県協会　会　　員員　　のの　　動動　　きき（８月１日～31日）

平成24年10月行事予定表平成24年10月行事予定表

日 曜 県協会・建産連・土木施工管理技士会 建災防・建退共・厚年基金 協同組合・火薬協会・保証会社

１ 月 JCM特別セミナー（宮崎）  
２ 火
３ 水

４ 木
九州建設業協会専務・局長会議及び会長
会議（福岡）
情報化施工と工事成績・積算セミナー（日南）

５ 金 情報化施工と工事成績・積算セミナー（高千穂） 小型車両系建設機械（整地・掘削）運
転特別教育（６日まで清武）

６ ㊏
７ ㊐
８ ㊊ 体育の日 体育の日 体育の日
９ 火
10 水
11 木 火薬類保安講習（宮崎）

12 金 車両系建設機械（解体用）運転技能講
習（延岡）

13 ㊏
14 ㊐
15 月 九州建設業協会地域・定例懇談会（長崎県）
16 火 基金納入告知書発送
17 水

18 木
全国建設業労働災害防止大会
（19日まで兵庫）
基金企業年金連合会事務長、事務責任
者セミナー（宮城）

19 金 宮崎県建設業協会青年部連合大会（西都） 車両系建設機械（整地・掘削）運転技
能講習（20日まで清武） 火薬知事試験合格者発表

20 ㊏
21 ㊐
22 月
23 火
24 水

25 木 基金事業主・事務責任者合同説明会（宮崎） 組合九州各県研修会（宮崎）
火薬類保安講習（高千穂）

26 金
基金事業主・事務責任者合同説明会（小林）
ローラー運転業務特別教育
（27日まで清武）

中央会全国大会（宮崎）
火薬類保安講習（日向）

27 ㊏
28 ㊐

29 月 宮崎県建設業協会建設現場見学会
（宮崎農業高校） 基金事業主・事務責任者合同説明会（東諸）

30 火
31 水

【ホームページ】
項　　　　　　　　　目 所　　管 形　式

1 2012九州・沖縄地域における建設産業支援プログラム公的支援制度
一覧を掲載しました！

国 土 交 通 省
九州地方整備局 PDF

　上記文書をご覧になる場合は、予め会員の皆様方に通知しておりますID及びパスワードが必要となります。
　当協会ホームページアドレスにつきましては、会報表紙をご覧ください。

県協会ホームページ・会員専用サイト掲載項目案内 （24.8月分）県協会ホームページ・会員専用サイト掲載項目案内 （24.8月分）
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宮崎県建設業協会

１．第５回常務理事会を開催

　平成24年８月９日（木）午後１時30分、建設会館「５
階会議室」において、全役員出席のもと開催された。
　開会にあたり永野会長から「８月の県発注工事が公
表されたが、多くの会員の受注を期待したい。本日は
議題に入る前に、建設業福祉共済団の齋藤専務から、
建設共済制度について説明があるが、昨年建設会館の
リニューアルに際して助成金を頂いておりお礼を申し
上げたい。また、県土整備部との意見交換会もあるため、
議事進行に協力をお願いしたい。」と挨拶があった。
　建設業福祉共済団の説明終了後、午後２時00分、会
長が議長になり議題に入った。
　議題については次のとおり。
　議題１　県との意見交換会について
　岡田専務から資料１に基づき、７月の意見交換会に
おいて、県から提案された２つの事項について、協会
としての回答を出して頂きたいとの説明があり、審議
に入った。
　管理課から提案された法面業者の格付け実施案につ
いては、仕事の量が少なく、地区ごとの発注バランス
も考慮すると、時期尚早であり、協会としては現状の
ままを希望して、格付けの実施は要望しないことが採
決された。
　技術企画課から提案された、土木工事一式シート簡
易型の公共施設保全への取組配点変更案については、
全会一致で変更を要望することが採決された。
　また、工事種類の細分化は、更なる分離発注の増加
につながるため、難易度に応じて法面と舗装工事は土
木一式での一体発注ができないか検討を要すること、
河川工事においては近年災害が少なく、河川シートで
実績計上ができないため、実績条件や難易度の見直し
について検討を要すること等の意見が出された。
　議題２　県議会自民党会派との意見交換会の日程と意見調整について
　岡田専務が資料２に基づき説明を行い、日程については自民党会派の勉強会に併せて、８月27日（月）
で調整することが承認された。
　また、意見交換のテーマは、７月31日に行われた自民党県連への要望活動を基に、当日午後３時から
協会としての統一見解を調整することが承認された。

会長挨拶

常務理事会

共済団説明（齋藤専務理事）
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　議題３　九州建設業協会「地域・定例懇談会」の本会提案事項について
　岡田専務が資料３に基づき説明を行い、７月の常務理事会で提案された南海トラフ連動地震を想定
した国土防災計画とその対策がどのように検討されているのかを、本会の提案事項にすることが承認
された。
　また、本件が共同提案になる可能性もあり、その場合は九州ブロックで調整することも承認された。
　議題４　宮崎県建設業協会「将来ビジョン」について
　「宮建将来ビジョン」については、業界の地位の向上のために、建設業は地域の町医者の役割を担う
という表現を視点の整理のなかに取り込むことが提案され、事務局で修正することが承認された。
　また、ビジョンが協会の自己満足にならないように、マスコミにアピールする機会を作り、関係機
関にもビジョンを配ること、さらに県土整備部長を通して知事にビジョンを届けることが承認された。
　議題５　その他
⑴　８月２日（木）に協会の正副会長４名が、知事、県議会議長と副議長、県土整備部長に対して行
った総会決議文による要望活動を、岡田専務が資料５に基づき説明した。
⑵　８月１日（水）に開催された九州建設業協会臨時会長会議について、岡田専務が資料６に基づき、
九州各県の入札制度の現状と要望活動事項等を説明した。
⑶　自民党宮崎県支部連合会主催のセミナーについては、昨年と同様に政治連盟が対応することで承
認された。
⑷　九州地方建設産業再生協議会主催により９月10日（月）開催される「経営支援セミナー」について、
岡田専務が説明を行い、対応は事務局に一任することで了承された。
⑸　次回常務理事会は９月３日（月）午後２時00分に開催することが決定した。
　以上、すべての議題を協議して終了した。

２．第５回宮崎県県土整備部との意見交換会

　平成24年８月９日（木）午後３時30分、宮崎県建設会館５階会議室において、事務局長が開会を宣した。
　出席者は次のとおり。
　◇県土整備部
　　管理課：江藤部参事兼課長、田村課長補佐、高妻主幹、串間主幹、宮田主査
　　　技術企画課：前田課長、木下課長補佐、岩切主幹、日高主査
　◇宮崎県建設業協会

永野会長、山﨑・川上・谷口副会長
堀之内・淵上・林・仁科・河野・甲斐・竹尾常務理事

　開会にあたり、永野会長が「県土整備部に対して毎
月意見交換会に出席していただき謝意を述べたい。ま
た、今年は台風の発生が多く８月、９月と心配であるが、
万全な対応ができるように準備をしたい。県発注の８
月予定工事が公表された。また新聞ではＢＣＰによる
地域の防災力強化の記事もあった。建設業のためによ
ろしくお願いしたい。」と挨拶された。
　続いて、江藤管理課部参事兼課長より「８月２日に
協会から決議文をいただいたが、知事も内容はよく理
解している。国の予算については補正予算をみながら、 会長挨拶
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知事が本県への重点配分を国交省に要望する。管理課
は建設業を育成することも仕事であるため、意見交換
をよろしくお願いしたい。」と挨拶された。
　続いて、永野会長が議長になり、まずは７月の意見
交換会における県からの提案に対して県協会の意見を
回答した。
　技術管理課の土木工事一式シート変更の件は、県も
了解した。
　管理課の法面業者格付けの件は、県が法面保護協会
に確認してから判断する。

情報提供について
　前田技術企画課長から、①平成23年度の公共３部の工事成績評定点について、業界の品質確保への
取組により平均点が85点レベルに到達したとの説明があった。
　②全県一区土木一式シート簡易型公共施設保全への取組評価変更の件は、周知期間をとって10月から
実施したい。
　③技術企画課から総合評価落札方式における「自己採点票」の提出について提案があった。「事後審
査方式」による事務の簡素化を目的として、９月以降に宮崎、日向、延岡土木事務所が発注する工事の
なかから、工事を選定して試行したい。
　試行段階であるため、自己採点票は技術申請書と共に提出する方法をとりたい。また、間違いがあっ
ても問題にしない。
　④「県道における特定道路の構造基準」等に関するパブリックコメント実施についての意見の協力依
頼があった。
　県が自主管理をすることになる６項目（県道、公園、県営住宅）について、条例で基準を定めるが、
８月10日から９月10日までの期間に県民の意見を募集する。
　情報提供に対する、県協会の意見は次のとおり。
①について、同じ県の工事でありながら、県土整備部と農政水産部・環境森林部の点数差が大きい。
各部ごとの点数を公表してもらいたい。
　県…マニュアルの制定と研修会を実施して標準化に努めているが、意見を全体会で報告したい。
③について、自己採点は業界側の事務負担を伴う。
③について、自己採点の正確性に懸念あり。提出は問題ないが、高く出したら修正、低く出したら落
札できないという問題が発生する。
④について、８月10日から意見を募集するのに、本日の意見交換会で公表して、県民への周知はどう
するのか。
　県…マスコミを使って公表する予定である。

その他の意見
•工事現場の看板の金額について。
•地域企業育成型の地域貢献度の細分化をしないと、ＢＣクラスのメリットがなく協会から脱退し災害
空白地帯が発生する。
　以上、意見交換会を終了した。

江藤部参事兼課長挨拶
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３．平成25年度　宮崎県産業開発青年隊　隊員募集要項
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４．県設置の「公の施設」における指定管理者募集の
　　お知らせ

　宮崎県では、県が設置した「公の施設」について、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上と

経費の削減等を図ることを目的に、平成 25 年度からの管理業務をお願いする指定管理者を下記のとお

り募集します。法人その他の団体（個人は除く）であれば、単独又はグループいずれでも応募ができま

すので、積極的なご応募をお待ちしております。

　具体的な募集情報は、下記の施設所管課にお問い合わせいただくか、県ホームページをご覧ください。

【県ホームページ】http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/somu/gyosei/shitei_kanri/

 【募集期間】７月上旬～９月上旬（※ホームページの募集情報（詳細）は募集開始と当時に更新される

 　　　　　　予定です。）

 【説 明 会】募集の詳細について説明会を開催します。（※参加申込みが必要です。）

募 集 予 定 施 設 名 所　在　地 施 設 所 管 課 電 話 番 号

県営住宅（27 団地）
日向土木事務所、延岡
土木事務所及び西臼杵
支庁管内

建築住宅課 （0985）26-7196

（ 参 考 ）

 指定管理者制度への移行は、下図の流れにより行うこととなります。

　　※「宮崎県公の施設の指定管理者制度の導入に関する指針」より抜粋
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５．下請債権保全支援事業が平成25年3月31日まで延長されました！

03 5253 8281 011 241 8654

03 3286 2260

03 4284 1250

03 5640 8695

03 3545 8562

03 5444 1522

03 3251 8392

03 5253 8281

011 738 0233

022 225 2171

048 600 1906

025 370 6571

052 953 8572

06 6942 1071

082 511 6186 03 5209 6740

06 6578 1650

06 6543 2843

082 511 6186

087 811 8314

092 471 6331

098 866 1910

03 5473 4575
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６．地域建設業経営強化融資制度が平成25年3月31日まで延長されました！

http://www.kensetsu kikin.or.jp/saimu/keieikyouka.html

03 5253 8281

011 738 0233

022 225 2171

048 600 1906

025 370 6571

052 953 8572

06 6942 1071

011 221 2092
03 3545 5125
06 6543 2944

082 511 6186

087 811 8314

092 471 6331

098 866 1910

03 5473 4575



－ 11 －

雇用改善コーナー

平成 24 年４月１日現在

１．中小企業向けの主な雇用・労働関係助成金
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平成 24 年４月１日現在
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平成24年6月5日

２．新規学校卒業予定者等の採用について

 宮崎県知事　　河　野　俊　嗣　
 宮崎県教育長　飛　田　　　洋　
 宮崎労働局長　小　林　泰　樹　

　新規学校卒業者等の就職に係る取組については、平素より御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　最近の雇用情勢につきましては、東日本大震災の影響等もあり、全国的に厳しい状況にある中で、緩
やかに持ち直しの動きが見られつつあります。
　本県におきましても、今春の新規高等学校卒業者の就職内定率は、昨年度を上回る結果となりました。
特に、新規求人数については、昨年度より16.9ポイント増加し、改善の傾向にあります。
　しかしながら、電力供給の制約や円高、さらには海外景気の下振れ等により、雇用情勢に対する悪化
懸念は依然として残っております。
　このような中、国及び県におきましては、求人の確保や就職支援等に全力で取り組みますとともに、
インターンシップ等の実施をはじめとしたキャリア教育の推進により、望ましい職業観・勤労観の育成
にも努めているところです。
　つきましては、一人でも多くの新規学校卒業予定者が希望す
る職業に就くことができますよう、求人枠の拡大及び早期提出、
並びに大学や高等学校等卒業後３年以内の既卒者における新卒
枠での応募受付につきまして、特段の御配慮をお願い申し上げ
ます。
　併せまして、関係団体の皆様及び事業主の皆様にこの旨御周
知くださいますようお願いいたします。

本県の雇用情勢等について
労働政策課地域雇用対策室

（文書取扱）
　宮崎県商工観光労働部労働政策課
　宮崎県教育庁学校政策課
　宮崎労働局職業安定部職業安定課
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１．平成24年度　１級土木施工管理技術検定「学科試験」　
　　の合格発表

　平成24年７月１日(日)に1級土木施工管理技術検定「学科試験」が実施され、その結果が８月15日(水)

に発表されました。各試験地における合格者数等は表のとおりで、合格者の番号は、全国建設研修セン

ターのホームページに掲載されております。

　昨年の合格率の全国平均は40.8%でしたが、今年は54.8％と昨年より14ポイントアップしました。

　

●学科試験実施状況：（平成24年７月１日実施）

２．平成24年度　２級土木施工管理技術検定試験
　　「実力テスト」 受験準備講習会（ご案内）
　
 　【ＣＰＤＳ認定講習会】
　最近の建設工事は、規模も構造も大型化し、建設技術の進歩等で工事内容が多様化、複雑化していま
す。また、営業所における専任技術者及び工事現場における主任技術者を確保するには、より多くの資
格者を保有することが企業にとっても大切なことであります。
　建設産業は厳しい状況にありますが、技術者の高齢化等で人材育成は喫緊の課題であり、優秀な人材
の確保、育成に積極的に取り組む必要があります。建設事業に携わる技術者はいついかなる厳しい時代
がやってきても、技術を常に磨き自己研鑽・自己啓発に努め能力を十分蓄え自信をもち対応していただ
きたいと思っております。
　それには「国家資格」を取得されることが大切であります。２級土木施工技術管理検定試験は10月28
日（日）に実施されます。つきましては、２級土木施工管理技士の資格取得の合格率をアップするため
「実力テスト」を次のとおり計画いたしましたので、ご参加いただきますようご案内申し上げます。

技　士　会

試験地 出席者数 合格者数 合格率（％）

札　幌 1,567 878 56.0

釧　路 424 229 54.0

青　森 775 417 53.8

仙　台 2,836 1,630 57.5

東　京 9,867 5,381 54.5

新　潟 1,557 882 56.6

名古屋 4,370 2,446 56.0

試験地 出席者数 合格者数 合格率（％）

大　阪 5,734 3,030 52.8

岡　山 1,257 651 51.8

広　島 1,487 856 57.6

高　松 1,442 829 57.5

福　岡 5,575 3,055 54.8

那　覇 812 390 48.0

計 37,703 20,674 54.8
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２級　実力テスト　（2日間）

日　　　程 平成 23 年 9 月２０日（木）～　9月２１日（金）

場　　　所 宮崎県建設会館（宮崎市橘通東 2丁目 9番 19 号）

問い合わせ 宮崎県土木施工管理技士会 (0985-31-4696)

３．２回目の『 監理技術者講習 』終わる　

　平成24年度第２回目の監理技術者講習を、平成24年８月21日（火）に宮崎市学園木花台の「宮崎県

技能検定センター」で開催し、54名が受講されました。

　監理技術者講習については、ご案内のとおり、制度のあり方等が検討されていますが、現行の建設業

法では必要となっております。現制度では、公共工事の監理技術者は、監理技術者資格証と講習修了証

の２枚のカードが必要となり、現場に携帯しなければなりません。

監理技術者とは、

　発注者から直接、工事を請け負い、そのうち、総額3,000万円以上を下請け
契約して工事を施工する場合(土木)は、監理技術者を工事現場に置かなければ
なりません。

◎平成24年度の「監理技術者講習」の今後の日程

　下記のとおり、今年度はあと１回です。講習修了証の有効期限は、講習修了後５年ですので、更新時

期にきている方は必ず受講してください。

日　　　　程 会　　　　場

平成24年11月27日（火） 宮崎県技能検定センター（宮大前）

※お問い合わせ　　宮崎県土木施工管理技士会　　（ＴＥＬ　0985－31－4696）

４．ＪＣＭセミナー（特別講習会）のご案内

（一社）全国土木施工管理技士会連合会では、現場代理人の折衝力向上について少人数演習タイプの
CPDS認定講習（７ユニット）を下記のとおり実施します。
　講習名　　現場代理人の折衝力向上ワンポイント　　　
　講　師　　ハタコンサルタント㈱　降旗　達生
　日　時　　平成24年10月１日（月）　9:30 ～ 17:00　　
　場　所　　宮崎県建設会館
　定　員　　３０名
　参加費　　技士会会員　３，０００円　　非会員　　２０，０００円
　申し込み先　全国技士会（ホームページ　http://www.ejcm.or.jp/ ）
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建　退　共

１．建退共事業加入・履行証明書の発行について

　建設業退職金共済（建退共）事業の『加入・履行証明書』は、「経営事項審査申請用」と「入札参加
資格申請用（指名願）」があります。
　証明書は、申請者である建退共事業加入の事業主が制度を適正に実施していることを確認して発行し
ます。
＊建退共制度の適正な実施とは
　公共工事・民間工事を問わず、事業主が、建設現場で働く労働者について働いた日数に応じて必要
な共済証紙を購入して共済手帳に貼付し、手帳が満了になったら更新している。
【加入・履行証明手続きに必要なもの】
○経営事項審査申請用（労働福祉向上の一つとして加点評価の対象）
　１　加入・履行証明願
　　　宮崎県支部の様式（申請書）を使用してください。
　　　（各地区の建設業協会にもあります。ダウンロードした様式では受け付けていません。）
　　　２枚複写になっています。２枚とも申請者欄に押印してください。
　２　共済手帳受払簿の原本
　　　前年分（支部の受付印のあるもの）の続きに記入してください。
　３　共済証紙受払簿の原本
　　　決算期ごとに記入してください。
　４　決算期間内に購入した掛金収納書のコピー
　５　元請又は下請で建退共証紙の受渡しがある場合は、受領書等のコピー
　６　手数料200円
〈郵送で申請する場合〉
　　　手数料200円分として、郵便局の定額小為替200円を同封してください。
　７　返信用封筒Ａ４サイズ
　　　返信先の会社の住所を記入し、140円切手を貼付してください。
○入札参加資格申請用（指名願）
　１　証明願
　　　２枚複写になっています。２枚とも申請者欄に押印してください。
　２　最近３か月間の掛金収納書のコピー
　３　元請又は下請で建退共証紙の受渡しがある場合は、受領書等のコピー
　４　手数料200円
〈郵送で申請する場合〉
　　　手数料200円分として、郵便局の定額小為替200円を同封してください。
　５　返信用封筒
　　　返信先の会社の住所を記入し、80円切手を貼付してください。
《ご注意》
　証明願に必要事項が記入されていなかったり、上記の必要書類の添付がなく、また、手帳の更新が
適正に行われていない場合は、証明書が発行できませんのでご注意ください。
　また、証明書の内容確認に時間がかかりますので、証明願は日数に余裕を持って提出してください。
書類の不備等で連絡がつかない場合は、返送することもありますのでご了承ください。

★　建退共全員加入で明るい職場（加入率のアップ）　★
★　お疲れさまに貼る１枚（手帳更新率のアップ）　★
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厚生年金基金

２．建退共宮崎県支部取扱状況（７月分）

建退共宮崎県支部　

　　 区分
月別   　

共　　済
契約者数 被共済者数 　　 　区分

月別 　  　
手帳更新
状　　況 退職金支給状況 掛金収納状況

（６月の状況）

６月末計
社

3,069
名

47,570 前年度累計
冊

391,458
件

44,192
千円

26,232,759
千円

112,514,713

加　　入 5 100 当　月　分 792 103 98,963 50,878

脱　　退 3 106 24　年　度　分 2,807 529 483,912 124,357

７月末計 3,071 47,564 累　　　計 394,265 44,721 26,716,671 112,639,070

１．事　業　概　況（７月分）

１．適　用 (平成24年７月末現在)

設 立 事 業 所 数
加　　入　　員　　数

男 女 計

316 社 3,560 560 4,120 

２．給　付

　⑴　老齢年金給付及び一時金の裁定状況（平成24年度） （金額：円）

当　　　月　　　分 年　　度　　累　　計

件数 金　　　額 件数 金　　　額

退職年金
新規裁定 31 8,439,800 119 34,818,500 
失 権 者 10 1,186,900 36 5,492,600 

選 択 一 時 金 4 3,141,400 36 23,178,000 
脱 退 一 時 金
（企業年金連合会移換を含む） 13 2,482,400 99 14,285,400 

遺 族 一 時 金 0 0 1 154,600 

　⑵　年金受給権者数 （金額：円）

件 数 年　金　額
内　　　　　訳

全 額 支 給 一 部 支 給 全 額 停 止
件数 年　金　額 件数 年　金　額 件数 年　金　額

5,776 1,195,081,900 5,673 1,150,053,300 33 19,631,900 70 25,396,700 

３．保有資産（時価）
年金給付等積立金 12,895,351,402　円
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建　災　防

１．平成24年度　全国労働衛生週間について

 準備期間／９月１日～９月30日　
 本 週 間／10月１日～10月７日　

＜スローガン＞

「心とからだの健康チェック　みんなで進める健康管理」

「心とからだの健康チェック　みんなで進める健康管理」

　全国労働衛生週間は、昭和25年に第１回が実施されて以来、本年で第63回を迎えます。この間、

本週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管理活動を

通じた労働者の健康の保持増進等に大きな役割を果たしてきたところです。

　宮崎県における業務上疾病による被災者は近年増加傾向にあり、昨年は92人と前年と比べ５％

増加しました。一方、一般定期健康診断の結果、何らかの所見を有する労働者の割合は高水準で

推移しており、平成23年は50％に上っています。

　さらに、宮崎県における平成23年の自殺者数は338人であり、そのうち41人が勤務問題を原因・

動機の一つとしていること、メンタルヘルス上の理由により休業又は退職する労働者が少なから

ずおり、精神障害等による労災認定件数が高い水準で推移していること等から、職場におけるメ

ンタルヘルス対策の取組みが重要な課題となっております。

　このため、事業者等が労働者の健康障害の防止や健康診断の結果に基づく措置の実施の促進等

に着実に取り組み健康を確保する必要があります。また、事業者や管理監督者、産業保健スタッ

フ等によるメンタルヘルスケアの積極的推進により、労働者がメンタルヘルスに関する措置を受

けられる職場を実現することが求められています。さらに、労働者の健康確保と快適な職場環境

の形成を図る観点から、受動喫煙のない職場の実現を図ることも必要です。

　このような観点から、本年度は、

をスローガンとして 10 月１日から 10 月７日までの期間実施されます。

９月１日から９月 30 日を準備期間とし、県内すべての事業場において、労働衛生意識の高揚を

図るとともに、自主的な労働衛生管理活動を推進しましょう。

　本年も全国労働衛生週間が 10 月１日から同月７日までの期間に実施されます。

　会員の皆様方におかれましては、本週間を契機として労働衛生水準の向上を図って頂くようお

願いします。
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２．住宅建築工事に対する一斉監督指導の結果について

 （平成24年８月20日宮崎労働局発表）

～平成24年度の結果　６割以上の住宅建築工事現場で法違反～

　宮崎労働局においては、木造家屋等低層住宅建築工事（以下「住宅建築工事」という。）に対して、

７月23日（月）から７月27日（金）までの５日間を「住宅建築工事に対する一斉監督実施期間」

として、管内の４労働基準監督署で

•安全な足場や作業床の確保等墜落防止措置の徹底

•携帯用丸のこ盤等の適正な使用の徹底

•保護帽（ヘルメット）の着用の徹底

•「足場先行工法に関するガイドライン」の周知徹底等による墜落災害の防止等を重点に監督指

導を実施いたしました。

　その結果、６割の住宅建築工事現場で、足場や作業床からの墜落による危険を防止するための

措置がなされていない等の労働安全衛生法違反が認められました。

　当局管内の住宅建築工事に係る死亡災害は、平成20年以降は発生していないものの、最近４年間の休

業４日以上の労働災害は、毎年20件台で推移し、その４割近くが、死亡災害につながるおそれの高い「墜

落・転落災害」となっております。

　平成24年７月23日から７月27日までの５日間に宮崎労働局管内で監督指導を実施した住宅建築工事

97現場のうち、６割以上の61現場で何らかの労働安全衛生法違反が認められ、このうち11現場に対し

て作業停止、立入禁止等の行政処分を行いました。

　61の工事現場で認められた安全衛生法違反事項は延べ140件であり、このうち死亡や重篤な災害につ

ながりかねない墜落・転落の防止措置に関する事項が89件で、違反事項全体の６割強を占めており、施

工業者の法令遵守意識の向上が求められます。

　なお、「足場先行工法」（家屋の建方作業開始前に足場の設置を行い、安全な足場を確保しつつ施工す

る工法）は、監督指導を実施した97現場のうち78現場（82.1％）で実施されておりましたが、同工法は、

墜落・転落災害の減少を図るために有効であることから、さらなる普及定着が必要と考えられます。

　宮崎労働局では、今回の一斉監督指導結果を踏まえ、住宅建築工事における労働安全確保がさらに図

られるよう、引き続き指導等に取り組むこととしております。

【一斉監督指導期間中の違反の内容】

違　反　事　項 件　数 比率（％）

足場・はしご等の墜落・転落防止措置等の未整備 ８９ ６３．６

木材加工用機械の接触予防装置等の未整備 ２２ １５．７

足場の最大積載荷重等の非表示 １４ １０．０

木造建築物の組立等作業主任者の未選任、氏名等の未周知 ７ ５．０
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保護帽（ヘルメット）の未着用 ２ １．４

その他 ６ ４．３

合　計 １４０ １００．０

（注）現場によっては、複数の法違反事項があり、法違反事項件数計と法違反現場数は一致しない。

３．高所作業車による運転業務で死亡災害が発生！

　７月、県内において、高所作業車の運転業務で死亡災害が発生しておりますので、定常作業はもと

より臨時の非定常作業等で高所作業車を使用されることが予想される会員におかれましては、当支部

が実施する「高所作業車運転技能講習」を受講させて頂くようお願いします。

平成24年死亡災害の概要

発生年月 業種 被災者数
事故の型
起因物

災害発生状況

平成24年７月 通信業 死亡１名

挟まれ、
巻き込まれ

　傾斜地（３～４度）の道路において高所作業車を用
いた作業が終了したため、当該高所作業車のアウトリ
ガを格納する作業を行っていたところ、高所作業車が
突然動き出し、約30m逸走した後、民家に激突し、被
災者の上半身は運転席に入っていたため、運転席ドア
と運転席に挟まれ被災した。

高所作業車

４．登録教習機関の登録取消し処分について

　宮崎労働局は労働安全衛生法に基づき、平成24年７月18日付けで宮崎労働局長の登録教習機関であ

る「渡邉敏郎」（大分県佐伯市）の玉掛け技能講習に係る登録取消し処分を行い、不正に交付した玉掛

け技能講習修了証のすべてを回収するように命じました。

　上記の登録教習機関が交付した「玉掛け技能講習修了証」に心当たりのある方は宮崎労働局健康安

全課（電話0985-38-8835）にお問い合わせ下さい。

被災者が作業していた電柱

北側から南側にかけて３～４度の下り勾配 高所作業車が激突した位置

災害発生直後の被災者の位置

31.5m

災害発生直前の被災者の位置
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火 薬 保 安 協 会

１．平成24年火薬類による事故
　平成24年１月１日から５月31日現在の火薬類による事故の発生状況は次のとおりです。
［Ⅰ］　総括表（取扱・種類別一覧表）  （平成24年５月31日現在）

項　　　　目 事故件数 死亡者数 負傷者数
取　　扱 種　類　別 件数 計 人数 計 人数（重－軽） 計

製 造 中
産 業 火 薬
煙 火
が ん 具 煙 火

0
0
0

0
0
0
0

０
０－０
０－０
０－０

０－０

消 費 中
産 業 火 薬
煙 火
が ん 具 煙 火

3
1
1

5
0
0
0

０
１－２
０－２
０－０

１－４

運 搬 中
産 業 火 薬
煙 火
が ん 具 煙 火

0
0
0

0
0
0
0

０
０－０
０－０
０－０

０－０

貯 蔵 中
産 業 火 薬
煙 火
が ん 具 煙 火

0
0
0

0
0
0
0

０
０－０
０－０
０－０

０－０

が ん ろ う 中
産 業 火 薬
煙 火
が ん 具 煙 火

0
0
0

0
0
0
0

０
０－０
０－０
０－０

０－０

そ の 他 事 故
産 業 火 薬
煙 火
が ん 具 煙 火

1
0
0

1
0
0
0

０
０－０
０－０
０－０

０－０

合 計
産 業 火 薬
煙 火
が ん 具 煙 火

4
1
1

6
0
0
0

０
１－２
０－２
０－０

１－４

［Ⅱ］　事故一覧
産業火薬消費中
番号 発生日時 発生場所 死 傷 級 事　　故　　概　　要

1 ３月28日
14:45頃

東京都
青梅市 0 0-1 C

　採掘のための発破作業において、14:40に装薬作業が終了し、14:45
に点火したところ発破による飛石が、発破方向正面140ｍの位置で見張
りをしていた作業員に当たり、胸部打撲の負傷を負った。

2 ４月４日 
12:00頃

佐賀県
唐津市 0 1-0 C

　採石場で装薬完了後、11時55分に発破開始のサイレンを鳴らし、5分
後に点火した時に、点火者（被災者）が後方へうつ伏せの状態で倒れた。
倒れた場所にあった岩石に顔面が接触し、それにより目の下を負傷し、
同時に頸髄にも損傷を受けた。

3 ５月24日
12:00頃

秋田県
由利本庄市 0 0-1 C

　採石場内で、発破作業中、発破の後ろで点火を行った作業員が、点
火後頭に飛石が当たり被災した。発破母線は75ｍ敷設されていた。付
近に天火小屋が設置されていたが使用されていなかった。

合　　計 ３件 0 1-2

産業火薬その他
番号 発生日時 発生場所 死 傷 級 事　　故　　概　　要

1 ４月21日
16:00頃

長野県
作久郡南牧
村

0 0-0 C
　物置に存置された不用品を焼却していたところ、火薬類があるとは
知らず爆発した。このため、他にも火薬類があるかどうか物置内を探
したところ、複数の工業雷管を発見した。

合　　計 １件 0 0-0

煙火消費中
番号 発生日時 発生場所 死 傷 級 事　　故　　概　　要

1 １月13日
16:00頃

山梨県南都留郡
富士河口湖町 0 0-2 C

　小学校校庭にて地区の道祖神祭りが開催されており、祭事の際、信
号煙火等を打ち揚げたところ、煙火内の花雷１粒が何らかの要因によ
り、所定の上空で開花せず、観客至近へ飛び開花、観客2名が負傷した。

合　　計 １件 0 0-2

がん具煙火消費中
番号 発生日時 発生場所 死 傷 級 事　　故　　概　　要

1 ４月28日
11:10頃

青森県
弘前市 0 0-0 C

　寺院の庭園内の池の鯉を食べようとするサギを追い払うため花火を
打ち上げた際、花火の燃えかすから芝生に火が移ったため、庭園内の
芝生、庭木など400㎡焼損した。

合　　計 １件 0 0-0
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保 証 会 社

１．宮崎県内の公共工事動向（前払保証分）（７月分）

 西日本建設業保証㈱　
 宮　 崎　 支 　店　

Ⅰ．全般の状況  （単位：件、 百万円） 
当　　　月 累　　　計

件　数 増減率 請負金額 増減率 件　数 増減率 請負金額 増減率
平成２４年度 337 ▲0.9% 12,376 36.7% 1,040 5.5% 45,710 16.6%
平成２３年度 340 ▲7.6% 9,055 ▲8.8% 986 ▲1.6% 39,198 ▲16.9%
平成２２年度 368 ▲20.9% 9,924 ▲35.1% 1,002 ▲19.0% 47,189 4.0%

※増減率：当月は前年同月比、累計は前年同期比。以下同じ。

Ⅱ．発注者別の状況  （単位：件、 百万円） 
当　　　月 累　　　計

件　数 増減率 請負金額 増減率 件　数 増減率 請負金額 増減率
国 52 205.9% 5,422 169.7% 129 51.8% 12,932 27.7%

独立行政法人等 6 200.0% 363 347.3% 34 78.9% 11,609 64.1%
県 80 ▲19.2% 1,832 ▲19.5% 278 ▲9.7% 9,012 ▲4.8%

市 町 村 196 ▲10.5% 4,451 ▲0.1% 583 3.2% 11,397 2.1%
そ の 他 3 0.0% 306 33.2% 16 77.8% 758 ▲44.9%

計 337 ▲0.9% 12,376 36.7% 1,040 5.5% 45,710 16.6%

Ⅲ．地区別の状況  （単位：件、 百万円） 
当　　　月 累　　　計

件　数 増減率 請負金額 増減率 件　数 増減率 請負金額 増減率
宮 　 崎 75 5.6% 2,478 40.4% 218 0.9% 8,519 26.7%
高 　 岡 15 ▲21.1% 222 ▲10.9% 35 ▲30.0% 498 ▲36.9%
西 　 都 20 150.0% 273 77.3% 39 5.4% 584 ▲52.2%
高 　 鍋 14 0.0% 275 ▲46.7% 50 19.0% 3,119 6.0%
日 　 南 16 ▲56.8% 272 ▲66.8% 69 ▲13.7% 2,041 15.2%
串 　 間 15 36.4% 299 168.8% 41 7.9% 657 32.7%
都 　 城 34 ▲27.7% 877 ▲37.7% 138 7.0% 3,784 ▲15.7%
小 　 林 44 69.2% 1,182 92.0% 105 25.0% 2,056 33.5%
日 　 向 38 ▲25.5% 2,070 102.7% 158 6.8% 14,443 50.7%
延 　 岡 44 18.9% 3,522 62.0% 120 7.1% 8,438 ▲6.2%
西 臼 杵 22 15.8% 900 311.9% 67 34.0% 1,568 143.0%

計 337 ▲0.9% 12,376 36.7% 1,040 5.5% 45,710 16.6%
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　中間前金払制度とは、建設企業の資金需要へ的確に対応することを目的として、当初の前払金40％に

加え、更に20％の前払金を請求することができる制度です。

＜制度採用発注者＞
　宮崎県、宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、串間市、西都市、三股町、高鍋町、国富町、綾

町、木城町、川南町、都農町、美郷町、高千穂町、日之影町、椎葉村、諸塚村、国土交通省、農林水産

省など。

　

＜請求可能時期＞
　工期の２分の１を経過し、かつ工期の２分の１を経過するまでに実施すべき作業が終了し、工事の出

来高が50％以上となったとき。

＜中間前払のメリット＞
　①　簡単な手続で工事代金が早く受け取れます。

　②　一括現金払出のため、迅速な支払ができます。

　③　保証料が一律０.０６５％と格安です。

　　　例：中間前払金１０００万円の場合、保証料はわずか６５００円です。

＜保証申込時に必要な書類＞
　　１．保証申込書

　　２．使途内訳明細書 （「既済部分の材料費・労務費」として一括現金計上）

　　３．認定調書（通知書）の写し

※認定調書とは、その工事が中間前払の支出要件を満たしていることを発注者が証明する書類です。

中間前払金を請求可能な時期になりましたら「中間前金払認定請求書（申請書）」に「工事履行報告書」

を添えて発注者に提出して下さい。発注者より「認定調書（通知書）」が発行されます。

平成24年度宮崎県内の中間前払保証実績（平成24年７月末現在）
（単位：件、千円）

発　注　者 件　数 請負金額 増減率(件数) 増減率(請負金額)

宮　崎　県 42 2,326,045 ▲22.2% 19.8%

宮　崎　市 9 573,627 12.5% 138.7%

延　岡　市 11 372,621 83.3% 198.1%

美　郷　町 2 53,025 ＜　　 ＜　　

そ の 他 1 33,075 ＜　　 ▲67.0%

計 65 3,358,395 ▲16.7% 32.5%

２．中間前金払制度のご案内
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労働関係実務書籍のご案内

書籍のご案内

（取扱　社団法人建設業協会）

長谷川
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「助け合い、未来を創る。」

　共済団では、建設共済制度の安定運営が行えるように一層の普及を図る為、10月1日から11

月30日までの2ヶ月間、建設共済加入促進月間を実施します。

　当制度は、被災者等に対する追加的補償を行う「被災者補償契約」と労働災害の再発防止の

費用等労働災害に起因する企業の諸費用を補償する「諸費用補償契約」から構成される法定外

労災補償制度としての機能は勿論、被災者の子供に対する育英奨学金（業務上及び通勤災害に

より死亡、身体障害・傷病1～3級に該当した者の子を対象）も備えた制度です。

　今年度も各都道府県建設業協会と連携の上、建設共済制度の加入促進を図るとともに、すで

に建設共済制度に加入している契約者に対しては、年間完成工事高契約で補償の対象とならな

い役員、事務職員、製造業や林業などで働く労働者を補償する関連事業契約への加入を推奨し

ます。

　加入促進月間中は、各都道府県建設業協会、支部・地区協会のご協力を得ながら、説明会の

開催、ポスターの掲示、新聞・会報への広告掲載によるＰＲ活動を行います。

《建設共済 年間完成工事高契約の概要》

　主契約である年間完成工事高契約は、契約者が施工する全工事現

場（元請の甲型共同企業体工事現場と海外工事現場を除く）に就労

する労働者の業務災害または通勤災害を補償する契約です。

　経営事項審査において加点評価されることもあり約2万5千社の事

業所が加入しています。まだ、建設共済に加入していない事業所の

皆さまは、この機会に是非ご検討ください。

《年間完成工事高契約の特長》

○建設業界による自主的な共済制度で掛金が安い。

○元請・下請問わず無記名で補償。

○元請・下請それぞれの契約者へ重複支払い。

○企業の諸費用部分も補償。

○事業主（契約者）への速やかな支払い。

○経営事項審査において15点の加点。

（財）建設業福祉共済団からのお知らせ（財）建設業福祉共済団からのお知らせ（財）建設業福祉共済団からのお知らせ（財）建設業福祉共済団からのお知らせ

キャッチコピーの「助け合い、未来を創る。」は、
本制度が、労働者の福祉の向上と労働災害におけ
る企業の経営危機に対処するための建設業界の「相
互扶助の制度」として、40 年をこえる実績を有す
る制度であることをアピールすることにより、事
業主に「建設共済」への加入を促していきます。

建設共済加入促進月間 実施に向けて !! 
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〈共済団ホームページ〉資料請求や掛金計算もできます。ご利用ください。






